
※❶医療系サービスと併せて利用する
場合のみ

介護保険適用分の自己負担額

サービスに要する費用の自己負担額

（介護費、食費、居住費の自己負担額）×
１／２

介護費、食費、居住費の自己負担額

　健康保険や年金の保険料と同じく、『社会保険料控除』の対象となります。
•申告できるのは、実際に保険料を納めた方（特別徴収【年金天引き】の方は本人のみ）です。
•納付証明書をご希望の方は、「身分を証明するもの（代理人は委任状も）」をお持ちください。
◎申告に必要なもの：年金保険者から発行される源泉徴収票、介護保険料領収書、介護福祉課で発行す
　　　　　　　　　る納付証明書など

☆医療費控除の対象外となる居宅サービス　①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）　②特定施
設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど）　③福祉用具貸与　等

医療費控除に関する詳細は税務課（Tel.28-8019）までお問い合わせください。

①確定申告対象年の12月31日現在、65歳以上で要介護１～５に認定されていること
②身体障害者手帳などの交付を受けていないこと
③本人またはその方を扶養している親族などが、この控除を受けることにより所得税・住民税が軽減
または非課税になると見込まれること

　次の要件を満たす方の申請に基づき、個々の状態を審査したうえ、一定の基準を満たした方については
「障害者控除対象者認定書」を発行します。この認定書を確定申告の際に提出することにより、『障害者控除』
を受けることができます。
　下記のすべての要件に該当する方は介護福祉課窓口で手続きを行ってください。

　控除対象者本人が申請するときは「介護保険被保険者証」と「被保険者の印鑑」をお持ちください。
　また、代理の方が申請するときは、「窓口に来る方の身分を証明するもの（マイナンバーカード〈個人番号
カード〉、運転免許証、健康保険証など）」を併せてお持ちください。

　寝たきりの状態で、おむつの使用が必要な場合、おむつ代が『医療費控除』の対象となります。
　申告には「おむつ代の領収書」のほかに、「医師が発行した証明書」が必要となりますが、要介護の認定を
受けている方で所定の要件を満たす場合は、市が発行する「主治医意見書の内容を確認した証明書（発行
手数料500円）」により、おむつ代の医療費控除を受けることができます。
※確定申告時に税務署などに提出する書類であり、ドラッグストアなどで購入するおむつ代が安くなったり、
　返金されるものではありません。

　サービスの種類などにより、全部または一部が『医療費控除』の対象となります（下表参照）。
•申告できるのは、生計を一にする親族などが利用した「介護サービス利用料」の分です。
※高額介護（医療合算）サービス費で支給される分や、保険金などで補てんされた分は、控除対象額から
差し引かれます。

◎申告に必要なもの：領収書や支払証明書など（医療費控除対象額が記載されたもの）を基に作成した
　　　　　　　　　医療費控除の明細書
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■障害者控除対象者認定書の発行

■おむつ代にかかる費用の医療費控除

■介護保険料

■介護サービス利用料

施設サービス

サービスの種類（介護予防を含む）
老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院

特別養護老人ホーム

❶医療系
　サービス

❷福祉系
　サービス

医療費控除対象額

居宅
サービス 訪問介護（身体介護中心型）、訪問入浴、通所

介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居
宅介護、総合事業の訪問および通所介護相当
サービス（生活援助中心型は除く）等

訪問リハビリ、通所リハビリ（食費含む
）、居宅療養管理指導、訪問看護、短期
入所療養介護（食費・滞在費含む）等

問合先 介護福祉課　Tel.28-8026
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